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第 ２３ 号 

令和６年３月５日 

海蔵地区市民センター 

ＴＥＬ ３３１－３２８４ 

ＦＡＸ ３３０－０２２２ 

かいぞう地区 検索 

回 覧 

令和６年度ごみ収集日程表が広報よっかいち３月上旬号と一緒に配布され

ました。４月より一年間使用しますので、大切にご利用ください。 

海蔵川桜まつりは、地域住民の奉仕活動により運営されています。期間中は、毎朝

６時３０分から清掃を行っていますが、ごみの処理には大変困っています。 

桜まつりを気持ち良く楽しんでいただけるよう「ごみの持ち帰り」について皆さ

んのより一層のご協力をお願いいたします。 

桜まつり期間中の会場周辺の交通規制 
下記の区間〔    〕は、歩行者専用道路（車両通行止）となります

ので、迂回路〔    〕をご利用ください。 

（①及び②に規制看板を設置します） 

※規制時間が昨年より３０分短くなっています。（４/７を除く） 

歩行者専用道路（車両通行止）： 

仮設駐車場設置箇所：Ⓟ 

迂回路： 

【問合せ先】 海蔵川桜まつり実行委員会 ＴＥＬ ３３３－８７７０ 

海蔵地区市民センター 

海蔵小学校 

近鉄名古屋線 

国道１号 

末広橋 

Ｐ 

海蔵川 

海蔵橋 

Ｐ 

🚻 

🚻 

１ 
２ 
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海蔵川桜まつりの開催に合わせて写生大会を行います。春を彩るたくさんの作品

をお待ちしています！指定の画用紙は桜まつり実行委員会の本部テント及び海蔵

地区地域団体事務局（海蔵地区市民センター２Ｆ）にて配布します。 

◆期   間  桜まつり開催中（３月２４日～４月７日） 

◆場   所  海蔵川堤防 

◆応 募 資 格  市内の保育、幼稚園児・小中学生 

◆作 品 内 容  クレヨン・クレパス・色鉛筆・水彩 

◆提出締切日  ４月７日(日)桜まつり最終日、参加賞あり（作品提出時） 

◆提 出 先    桜まつり実行委員会の本部テント及び海蔵地区地域団体事務局 

                         〈海蔵地区市民センター２Ｆ〉 

◆表   彰    各部門最優秀賞・特選・入選・佳作数点（入選者には通知いたします。） 

◆表 彰 式    会期終了後、数週間後に海蔵地区市民センターにて 

◆そ の 他  期間・期日は予定であり、桜の開花状況により変更することがあります。 

                作品を海蔵地区ホームページ、新聞などに掲載させていただくこともありま

すのでご了承のうえ、ご応募お願いします 

【主  催】海蔵川桜まつり実行委員会 

【問合せ先】海蔵地区地域団体事務局 ＴＥＬ ３３３－８７７０ 

四日市市議会 議会報告会のお知らせ 
２月定例月議会の議会報告会を３月２８日、３０日に開催します。定例月議会でどのような

議論がされたのかを、議員が直接、市民の皆さんにお伝えします。報告会の後にシティ・ミー

ティング（意見交換会）を開催します。市内に在住または通勤・通学する人を対象とし、事前

のお申し込みは不要ですので、参加を希望する会場にどうぞお気軽にお越しください。 

第１部：議会報告会  第２部：シティ・ミーティング（意見交換会） 

日 時 
３月２８日（木） ３月３０日（土） 

１８：３０ ～ ２０：３０ １３：３０ ～ １５：３０ 

会 場 

四日市市総合会館 四日市市三浜文化会館 

７階第１研修室 ２階視聴覚室 

諏訪町２番２号 海山道町一丁目 1532－１ 

シティ・ミーテ

ィングのテーマ 
四日市市政全般について 

 
※会場でのやりとりを基本としてご意見をいただきます。 

※手話通訳・要約筆記いたします（事前予約は不要です）。 

※天候等により中止や開催内容が変更となる場合があります。 

※状況によっては、記載された予定時刻よりも早く終わる可能性がありますので、あらかじ

めご了承願います。 

【問合せ】四日市市議会事務局 議事課 ＴＥＬ ３５４－８３４０ 

                  ＦＡＸ ３５４－８３０４ 
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令和６年能登半島地震で被災された方への新たな支援について 

本市では、被災された方を支援する新たな制度を設けましたのでご案内します。 

■被災者支援相談窓口 市役所１階 市民相談コーナー ＴＥＬ ３２５－６８０７ 

項目 支援の概要 担当課 

能登半島地震被災者
見舞金の給付受付 

災害救助法の適用となった地域に住所を有し、住
家を失った世帯で、本市へ避難し１カ月以上居住
（予定）している世帯に対し、１世帯８万円（単
身世帯は４万円）の見舞金を給付します。（※１
回限り） 

福祉総務課 
TEL：059-354-8109 

能登半島地震被災者
生活準備支援金 

被災地から本市に避難され、市営住宅に１カ月以
上居住(予定)する方に、生活を送るために必要な
物品等を揃えるための支援金を、１戸あたり２０
万円給付します。 

市営住宅課 
TEL：059-354-8218 

被災者入所受入 
支援事業 
（介護保険施設等） 

被災地から本市に避難された方を、介護保険施設
等にて令和７年１月末までに受け入れた法人に対
し、受け入れ準備等にかかる経費として、入所者
１人あたり５万円を補助します。 

介護保険課 
TEL：059-354-8190 

被災者入所受入 
支援事業 
（障害福祉施設） 

被災地から本市に避難された方を、障害福祉施設
にて令和７年１月末までに受け入れた法人に対
し、受け入れ準備等にかかる経費として、入所者
１人あたり５万円を補助します。 

障害福祉課 
TEL：059-354-8527 

被災者入所受入 
支援事業 
（児童福祉施設） 

被災地から本市に避難された方を、児童福祉施設
にて令和７年１月末までに受け入れた法人に対
し、受け入れ準備等にかかる経費として、入所者
１人あたり５万円を補助します。 

こども家庭課  
TEL：059-354-8276 
こども発達支援課 
TEL：059-354-8064 

被災者雇用奨励金 
被災地から本市に避難された方を３カ月以上雇用
する市内の事業主に対し、奨励金１０万円（１人
あたり）を交付します。 

商業労政課 
TEL：059-354-8417 

 

四日市市 
ホームページ 

 

≪新しい市民協働プラットフォーム交流会を開催します≫ 

様々な活動をしている団体や市民の関係づくりを目的とした交流会を開催します。 

開催日時：３月２０日（水・祝）１３：００～１７：００ 

場所：近鉄百貨店四日市店 11 階アートホール 

【出展者募集】パネル展示・物販・会員募集等を行う出展者を募集します。 

詳細はチラシをご確認ください。（締切３/１５・無料） 

【参加者募集】四日市のまちづくりに取り組む団体の活動を紹介します。 

当日は物販も行います。（申込不要・無料） 

実施主体／特定非営利活動法人ＴＳＶ２０２０四日市 

ＴＥＬ ０８０－１５９８－９２１４ 

ＭＡＩＬ supoyon@tsv2020yokkaichi.or.jp 

出展者向けチラシ 参加者向けチラシ 
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●場所 四日市市役所 ※地区市民センターは開設しません 

●日時 ３月３１日（日）８：３０～１７：１５ 

●同日開催の近隣市町 桑名市、鈴鹿市、亀山市、東員町、菰野町、津市 

階 

市民課 

TEL 354-8152 

転入・転出届などの手続き（マイナンバーカード・住基カー

ドを利用する転入・転出届は除く）、戸籍の届出、住民票の写

し（広域交付住民票は除く）・戸籍の証明書の交付、印鑑登

録・証明書の交付、各種市税証明書の交付 

外国人市民向け生活オリエンテーション（生活情報案内） 
（開設時間：９：００～１２：００、１３：００～１６：００） 

階 
市民税課 

TEL 354-8133 

原動機付自転車・小型特殊自動車の廃車・名義変更など 

（四日市市発行のナンバープレートのみ） 

階 

保険年金課 

TEL 354-8159 
国民健康保険、後期高齢者医療の手続き 

介護保険課 

TEL 354-8427 

354-8190 

要介護認定申請の受付、介護保険料の相談・収納など 

階 
学校教育課 

TEL 354-8250 
市立小・中学校の転校、新入学手続きなど 

こども保健福祉課 

TEL 354-8083 
児童手当、子ども医療費助成の手続き 

※各窓口では、通訳（スペイン語）、テレビ電話通訳サービス（１３言語）の対応が可能です 

🚕四日市市デマンドタクシー運行中🚕 
市街化調整区域内の公共交通不便地域にお住まいの方の公共交通利用環境改善のため、予約

に応じてタクシーを運行するサービスをしています。タクシー料金から利用券を差し引いた残

額は、利用者負担となります。利用を希望される方は、利用登録申請書の提出が毎年必要です。

過去に利用登録された方には、別途案内を３月上旬に郵送します。 

★詳しくは案内パンフレットをご覧ください。令和６年度版の案内パンフレットはお近くの

地区市民センターに３月１１日頃配架する予定です。または、下記の都市計画課公共交通推

進室までご連絡いただければ案内パンフレットを郵送いたします。 

【問合せ】都市計画課公共交通推進室 ＴＥＬ ３５４－８０９５ 

ＦＡＸ ３５４－８４０４

              

口座振替で‼  

納税は、便利で安心な   【問合せ先】 収納推進課 

  ＴＥＬ  354-8141 

  ＦＡＸ  354-8309 


